
内
閣
衆
質
一
五
七
第
六
号

平
成
十
五
年
十
月
七
日

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
島
�
君
提
出
日
本
郵
政
公
社
民
営
化
の
検
討
と
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日
受
領

答

弁

第

六

号

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国

務

大

臣

福

田

康

夫



衆
議
院
議
員
島
�
君
提
出
日
本
郵
政
公
社
民
営
化
の
検
討
と
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
は
、
お
尋
ね
の
平
成
十
四
年
二
月
二
十
八
日
以
後
、
総
務
省
を
中
心
と
し
て
、
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法

（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
の
趣
旨
及
び
削
除
の
要
否
を
検
討
し
た
結
果
、
同
号
は

郵
政
事
業
に
つ
い
て
国
営
の
新
た
な
公
社
を
設
立
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
際
の
方
針
の
一
つ
と
し
て
民
営
化
等

の
見
直
し
は
行
わ
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
公
社
化
ま
で
の
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
民
営
化

問
題
も
含
め
、
公
社
化
後
の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
自
体
を
何
ら
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
結
論
を
得
た
と
こ
ろ
で

あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
平
成
十
四
年
五
月
二
十
一
日
の
衆
議
院
本
会
議
及
び
同
年
七
月
十
日
の
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、

内
閣
総
理
大
臣
か
ら
そ
の
旨
の
答
弁
が
行
わ
れ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
は
、
同
法
が
限
時
法
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
形
式
的
に
は

そ
の
効
力
を
失
っ
て
は
い
な
い
。
な
お
、
同
規
定
は
、
御
指
摘
の
答
弁
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
郵
政
事
業
の
在
り
方

一



に
つ
い
て
公
社
化
以
後
の
こ
と
ま
で
も
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
政
府
の
見
解
を
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
前
述
の
と
お
り
、

中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
は
、
郵
政
事
業
の
在
り
方
に
つ
い
て
公
社
化
以
後
の
こ
と
ま

で
も
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
削
除
す
る
実
質
的
な
意
味
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二


